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目指すべき姿

「環境基本法」（以下、「法」という。）第７条において、地方公共団体は、法の基

本理念にのっとり、国の施策に準じた施策を策定し実施する責務を有するとされて

いる。

高山市環境基本条例第３条に規定する基本理念は、法の基本理念に沿って定めら

れたものであり、条例第３条に定める基本理念を、引き続き本計画の基本理念とす

る。

１．基本理念

２．将来像

３．計画の視点

１．豊かで快適な環境の保全及び創造は、環境を健全で恵み豊かなものと
して維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできない
ものであることを考慮して、現在及び将来の世代の市民が健全で恵み豊
かな環境の恵沢を享受するとともに、これが将来にわたって継承される
よう積極的に推進する。

２．豊かで快適な環境の保全及び創造は、すべての者が環境への負荷をで
きる限り低減する行動を行うことにより、積極的に推進する。

３．地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化
的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることを考慮して、
すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進する。

守りはぐくむ 豊かな自然とやさしい心 未来につながるまち 飛騨高山

「共生」・・自然と共存する仕組みづくり

「循環」・・環境負荷の少ない循環型社会づくり

「参加」・・環境保全活動に取り組む人づくり
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